
特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金 

（特定求職者雇用開発助成金） 

 

就職が特に困難な高年齢者や母子家庭の母、障害者等を、ハローワークや適正な運用を期することので

きる有料・無料職業紹介業者（※）の紹介により雇い入れた事業主が活用できる。 

※ 「適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者」とは、厚生労働省職業安定局長の定

める項目に同意し、本助成金に係る取扱いを行う旨を示す標章の交付を受け、これを事業所内に掲げ

る職業紹介事業者のこと。 

 

 受給要件  

次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。 

①雇用保険の適用事業の事業主。 

②ハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者に求人の申し込みを行い、

当該機関の紹介により、対象労働者（下記、 対象となる労働者 を参照）を１週間の所定労働時間が２０

時間以上の労働者として雇い入れた事業主。 

③対象労働者を１年以上継続して雇用することが、確実である事業主。 

④対象労働者の雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から１年間を経過する日までの間に、雇用保険

の一般被保険者（短時間労働者を含む。）を事業主都合により解雇（勧奨退職を含む。）したことがない事

業主。 

⑤対象労働者の雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から１年間を経過する日までの間に、雇用保険

の一般被保険者（短時間労働者を含む。）を４人以上、かつ、６％を超えて特定受給資格者（離職理由が、

倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険の受給資格

者。）として離職させていない事業主。 

 

 ＜特定就職困難者雇用開発助成金＞対象となる労働者   

【原則】一般被保険者（短時間労働者を含む）で職業紹介を受けた日に被保険者でない者 

イ ６０歳以上６５歳未満の者 

ロ 身体障害者 

ハ 知的障害者 

二 精神障害者 

ホ 母子家庭の母等（母子及び寡婦福祉法第６条第１項に規定する配偶者のない女子で、２０歳未満の子な

ど一定の扶養親族を有する者） 

ヘ 中国残留邦人等永住帰国者（本邦に引上げた日から起算して５年を経過していない者） 

ト 北朝鮮帰国被害者等 

チ 認定駐留軍関係離職者（４５歳以上の者に限る） 

リ 沖縄失業者求職手帳所持者（４５歳以上の者に限る） 

ヌ 漁業離職者求職手帳所持者（４５歳以上の者に限る） 

ル 手帳所持者である漁業離職者等(４５歳以上の者に限る) 

ヲ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者（４５歳以上の者に限る） 

ワ 認定港湾運送事業離職者（４５歳以上の者に限る） 

カ アイヌの人々(北海道に居住している４５歳以上の者で、かつ、ハローワークの紹介による場合に限る) 

 

※ただし、下記イ～ホまでの重度障害者等に相当する者は、一般被保険者（短時間労働者を除く）で職業紹介

を受けた日に被保険者である者も対象になる。 

イ 重度身体障害者 

ロ 身体障害者のうち４５歳以上の者 

ハ 重度知的障害者 

ニ 知的障害者のうち４５歳以上の者 

ホ 精神障害者 

 



＜高年齢者雇用開発特別奨励金＞対象となる労働者    

① 雇入れ日における満年齢が６５歳以上の者 
② 紹介日及び雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者 
 イ 高年齢継続被保険者 

 ロ 短期雇用特例被保険者 

 ハ その他、イ・ロ以外の者であって当該雇入れに係る事業主以外の事業主と１週間の所定労働時間が 

２０時間以上の雇用関係にある労働者 

③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から３年以内に雇い入れられた者 
④ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して１年前の日から当該喪失日までの間に被保
険者であった期間が６か月以上あった者 

 

 助成金が支給されない場合  

以下のいずれかに該当する場合、当該助成金は支給されない。 

①対象労働者がハローワークまたは有料・無料職業紹介業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、

アルバイト、出向受け入れ、請負契約、試用等)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内

定(雇用の予約)があった対象労働者を雇い入れる場合。 

②ハローワークまたは無料･有料職業紹介業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者

に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることにつ

いて申出があった場合。 

③助成金の支給対象期間中や受給期間が終了後に、対象労働者を事業主都合により解雇（勧奨退職等を

含む。）した場合。 

④雇い入れた日の前日から過去３年間に職場適応訓練（短期の職場適応訓練を除く。）を受けまたは受けた

ことのある者に当該職場適応訓練を行い、または行った事業主が雇い入れる場合。 

⑤雇入れの日の前日から起算して過去３年前の日から当該雇入れの日の前日までの間のいずれかの日に

雇用関係、出向、派遣または請負により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合。 

⑥資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主

が対象労働者を雇い入れる場合。 

⑦支給対象期（助成対象期間を６か月ごとに区分した期間）に対象労働者に対する賃金を、支払期日を超え

て支給申請を行うまでに支払っていない場合。 

⑧助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年

度に係る労働保険料を滞納している場合。 

⑨悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受けまたは受けようとしたことにより３年間に

わたる助成金の不支給措置を執られている場合。 

⑩労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合。 

⑪高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所。   

 

＊なお、この助成金の受給中や支給期間が終了してから、対象労働者を解雇した場合、支給した助成金の返

還を求めることがある。 



 特定就職困難者雇用開発助成金の受給内容の概要  

 中小企業 大企業 

対象労働者を雇った場合 
９０万円 

（１年） 

５０万円 

（１年） 

重度障害者を除く身体・知的障害者を雇った場合 
１３５万円 

（１年半） 

５０万円 

（１年） 

短時間労働者 

以外 

重度障害者を雇った場合 
２４０万円 

（２年） 

１００万円 

（１年半） 

対象労働者を雇った場合 
６０万円 

（１年） 

３０万円 

（１年） 
短時間労働者

の対象労働者

を雇った場合 身体・知的・精神障害者を雇った場合 
９０万円 

（１年半） 

３０万円 

（１年） 

高年齢者雇用開発特別奨励金の受給内容の概要  

 中小企業 大企業 

短時間労働者以外の者を雇った場合 
９０万円 

（１年） 

５０万円 

（１年） 

短時間労働者を雇った場合 
６０万円 

（１年） 

３０万円 

（１年） 

※ （）内は、助成対象期間。 支給対象期（６か月）ごとに分割して支給される。 

※ 短時間労働者とは、１週間の所定労働時間が、２０時間以上３０時間未満である者を言う。 

 受給手続  

どこへ 管轄のハローワーク 

 

何を 

(提出書類) 

● 特定求職者雇用開発助成金第１（２・３・４）期支給申請書 
● 対象労働者雇用状況等申立書 
● 企業の事業内容等 
● 特定求職者雇用開発助成金支払方法・受取人住所届 
● 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿（原本と写し） 
● ６０歳以上の者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等及び中国残
留邦人等永住帰国者等に係るそれぞれに該当することを証明する書類（写し） 

● 登記簿謄本または履歴事項全部証明書 
● 有料・無料職業紹介事業者の発行した紹介証明書（ハローワークの場合は不要） 
● 対象労働者の雇入れ日の属する年度の前年度に係る確定保険料が記された「労働保
険料概算・確定保険料申告書」及び「領収証書」（写し） 

● 雇用契約書（労働条件通知書） 
※短時間労働者か短時間労働者以外の労働者かを確認する書類 

● 特定求職者雇用開発助成金に係る高年齢者雇用確保措置に関する計画書（希望者
全員が６３歳以上まで雇用を確保する措置がある場合は提出不要） 

● 上記以外に各都道府県労働局長が求める書類 
 

いつまでに 

 

対象労働者の支給対象期（対象労働者の雇入れの日（注）から起算した最初の６か月が第

１期。以後６か月ごとに第２期、第３期、第４期となる）の末日の翌日から起算して１か月以

内 

※第１期の末日の翌日から起算して１か月以内に第１期の支給申請 

※第２期の末日の翌日から起算して１か月以内に第２期の支給申請 

※第３期の末日の翌日から起算して１か月以内に第３期の支給申請 

※第４期の末日の翌日から起算して１か月以内に第４期の支給申請 

 

（注）ここでいう「雇入れの日」は 

賃金締切日が定められている場合は「雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日」 

賃金締切日に雇い入れた場合は「雇入れ日の翌日」 

賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は「雇入れ日」 とされる。 

 問い合わせ先    管轄のハローワーク 


